
重要事項説明書 給食費（副食費）（３歳児クラス以上の園児） 

 

  ●２号認定子ども  月額 ４，９００円 

 

ただし、世帯の市民税所得割額（※１）が５７，７００円未満（ひとり親世帯等（※

２）については、７７，１０１円未満）の世帯、所得にかかわらず第３子以降の子ども

（※３）は、副食費が免除になります。免除対象者には通知します。 

 

（※１）免除決定の基礎となる市町村民税額は、住宅借入金等特別控除、配当控除、外

国税額控除、地方公共団体等への寄付金控除等の適用がないものとして算出した

額となります。なお、道府県から政令指定都市への事務移譲に伴い、政令指定都

市のみ、平成３０年度から市県民税所得割額の標準税率が変更されました（市民

税：６％→８％、県民税：４％→２％）が、免除決定の基礎となる市民税所得割

額については、従前の６％（名古屋市のみ５．７％）で算出した額となります。 

（※２）ひとり親世帯等とは、ひとり親世帯（事実婚を除く）、在宅障害児（者）等（身

体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童

扶養手当の支給対象児、障害基礎年金の受給者）のいる世帯です。 

（※３）同一世帯内の認可保育施設等に在籍等する子どものうち、年齢の高い順から数

えて第３子以降の子ども 

 

●免除決定の方法（市町村民税所得割額による） 

・令和８年４月分副食費～令和８年８月分副食費 

令和７年度市町村民税   ※令和６年分所得等により決定 

・令和８年９月分副食費～令和９年３月分副食費 

令和８年度市町村民税   ※令和７年分所得等により決定 

 

●納付方法 

   原則、口座振替とします。口座振替日は、各月の末日です（１２月は２５日）。 

ただし、末日が土日祝の場合は、翌金融機関営業日となります。 

口座振替開始までは、納付書を使って金融機関等でお納めいただき、納付後に返却

される領収書を園に持参してください。 

納付書を使用する場合の納入期限は、口座振替日と同じです。 

 

●減額について 

 ①長期欠席の場合（届出書の提出が必要です。） 

連続で欠席し、給食提供日のうち喫食をしない日が１３日以上となる場合。 

原則、欠席する５日前（土日祝を含む）までに園に届出が必要です。 

届出書は園にあります。 

喫食をしない日が２４日となる場合は、１か月分を減額します。 

喫食をしない日が１３日以上２４日未満となる場合は、半月分を減額します。 

   

※１か月分を減額する日数（２４日）を超えて連続して欠席するときは、超える日

の日数の初日を喫食しない日の１日目として、改めて上記に従い、減額を行います。 

 

  日数計算の考え方 

     １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 

     届出日            喫食をしない日の起算日 

 

②入園月に家庭の事情により登園開始日が遅れる、 

又は慣らし保育に日数を要した場合（届出書の提出は不要です。）    

  当該月の給食提供日のうち、 

喫食をしない日が連続２４日以上となる場合は、１か月分を減額します。 

 喫食をしない日が連続１３日以上となる２４日未満の場合は、半月分を減額 

します。 

 

※減額分は、翌月以降の給食費で調整することを基本とします。 



●減免について 

  以下（１）～（３）に掲げる要件に当てはまる場合は、申請により減免される場合 

があります。申請方法など、詳しくは幼保運営課までご相談ください。 

（１）非自発的な失業、休業又は離職（自己都合による退職、転職などは除く）に 

より、世帯の収入が著しく減少した場合 

（２）疾病者のいる世帯で、世帯収入に対する医療費等の過大な支出があった場合 

（３）火災、風水害、地震その他の災害により世帯の居住する家屋等に損害があっ 

   た場合 

 

●税更正等があった場合 

  当該年度中に税更正、世帯状況の変更があった場合は、当該年度の４月もしくは９

月に遡及して再度免除・徴収の決定をする場合があります。 

 

●滞納があった場合 

  納入期限までに納付がなく、長期間、納付の確認がとれない場合は、法的措置を行

う場合があります。 

   

●年度途中における給食費（副食費）の月額の変更について 

  物価の上昇等により国から示される公定価格に変更があった場合、設定した給食費

（副食費）の月額を年度途中に変更することがあります。 

 


